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平成２９年５月３０日 

各 位 

会 社 名 日東富士製粉株式会社 

代表者名 代表取締役社長  下嶋 正雄 

 （コード：２００３ 東証第１部） 

問合せ先 総 務 部 長    坂田 喜章 

 （TEL．０３－３５５３－８７８１） 

 

支配株主等に関する事項について 

 

当社の親会社である三菱商事株式会社について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、

お知らせいたします。 

 

１．親会社の商号等 

（平成２９年３月３１日現在） 

名  称 属性 
議決権所有割合（％） 発行する株券が上場されている 

金融商品取引所等 直接所有分 合算対象分 計 

三 菱 商 事 ㈱ 親会社 64.9 0.0 64.9
㈱東京証券取引所  市場第1部 

㈱名古屋証券取引所 市場第1部 

 

２．親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係 

  当社は、三菱商事㈱グループの一員として位置付けられています。また、三菱商事㈱は、当社の株式 

２,９５２千株（議決権比率６４．９％）を保有しており、当社の親会社です。 

三菱商事㈱から役員として、平成２９年３月３１日現在、取締役２名が転籍、取締役２名が出向、取締

役１名および監査等委員である取締役１名が兼務しております。また、三菱商事㈱は、当社の総代理店と

して当社製品を各地区の特約店等を通じてお客様に販売しております。 

 

（転籍者） 

役  職 氏 名 転籍元の親会社等 

代表取締役社長 下嶋 正雄 三 菱 商 事 ㈱ 

取締役執行役員 箸本 隆一 三 菱 商 事 ㈱ 

 

（出向役員の受入れ状況） 

役  職 氏 名 出向元の親会社等 出向者受入れ理由 

取締役常務執行役員 小泉 武嗣 三 菱 商 事 ㈱ 経営支援のため 

取締役常務執行役員 谷本 祐介 三 菱 商 事 ㈱ 経営支援のため 

 

（役員の兼務状況） 

役  職 氏 名 親会社等での役職 就任理由 

取締役(非常勤) 藤田 佳久 三菱商事㈱生活消費財本部製粉糖質部長 販売支援と企業運営の適正化のため

取締役(監査等 
委員(非常勤)) 

伊藤 和雄 
三菱商事㈱理事生活産業グループ管理 
部長 

企業運営の適正化のため 

(以上平成２９年３月３１日現在) 
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○親会社等の経営・事業活動への影響 

当社の販売は三菱商事㈱を総代理店としており、この売上高が当社売上額の約７４％を占め、売上に対

しては所定の販売手数料を支払っています。 

一方この対価としては、当該売上債権の回収責任は総て三菱商事㈱であり当社のリスクを軽減している

ほか、新規開拓・既存取引先を問わず当社営業活動全般への応援を始め、その他経営の幅広い分野で全面

的協力を得ています。 

また、大量の株式保有も当社にとっては安定経営の柱となっております。 

 

○独立性確保に関する事項 

当社にとって三菱商事㈱は、大株主・総代理店として影響力を有しておりますが、研究開発、市場調査、

企画、購買、生産、販売等のあらゆる面を当社独自で決定し実施しております。 

また、親会社から役員として諸会議へも出席しておりますが、適正な企業活動への助言や当社販売活動

への支援を行うものであります。 

 

○親会社等からの一定の独立性の確保の状況 

  当社は、自主独立した経営方針を持つ上場企業として、三菱商事㈱からの事業上の制約はなく独自に事業

活動を行っており、一定の独立性は保たれております。 

また、三菱商事㈱は総代理店でありますが、基本的には当社営業員が特約店や実需者に対して営業活動

を行い販売条件等も決定しており、親会社はこれを応援する形での行動であることから、親会社からの独

立性は充分確保されていると考えます。 

 

３．支配株主等との取引に関する事項（自 平成２８年４月１日 至 平成２９年３月３１日） 
(単位:百万円)  

会社等の名称 属 性 取引の内容 取引金額 科     目 期末残高 

三 菱 商 事 ㈱ 親会社 

製品の販売等 
(注)２(1) 27,712 売  掛  金 4,540

製品・原材料の購入 
(注)２(2) 1,586 買  掛  金 142

販売手数料 
(注)２(1) 509 未  払  金 83

(注)１ 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1)製品の販売等については、市場価格、総原価を勘案して、一般的取引条件と同様に決定しております。 

また、三菱商事㈱との販売高に対して一定の販売手数料を支払っております。 

(2)製品・原材料の購入については、市場の実勢価格を参考に、一般的取引条件と同様に決定しております。 

(3)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

  当社にとって親会社の三菱商事㈱は、総代理店として小麦粉等出荷量の過半数を取扱い、資材の仕入先の

１社でもあります。販売面では、商社機能を利用する当社が一定の取扱手数料を負担するものであり、その

販売は一般的取引価格で行っております。 

また、仕入面も当社にとって価格等で有益な取引先として選定しているもので、一般的な取引であります。

取引等を決定する際には、法及び社内規定に則り取締役会、常務会等で所定の手続を行い、監査等委員会や

業務監査室等により会社業務が適正に遂行されていることを確認しており、こうした取引等の決定や監査機

能等により、少数株主保護の体制は維持されていると判断しております。 

 

以 上 


